協会通知

鳥取県令和７年度補正予算
物価高騰に伴う
「運送能力向上・安定化緊急対策事業補助金」について
（新車・中古車購入、タイヤ・尿素水助成金）

一般社団法人  鳥取県トラック協会
ご注意

例年の環境対応車・エコタイヤ・持続可能助成金と異なり本年度限定の鳥取県独自の予算に基づく助成金であり、補助対象が異なります。
１．申請受付期間

受付期間  令和８年１月２６日（月）～令和９年１月２９日（金）
       予算枠に達した時点で、申込受付を終了します。
＊予算が未執行の場合は返金となりますので、交付決定数以上は、必ず導入していただきますので、申請は導入を決定されている場合のみ提出して下さい。

２．申請対象者
    一般貨物自動車運送事業及び特定自動車運送事業の許可を受けた中小企業（資本金が３億円以下または常時使用する従業員が３００人以下）の運送事業者が、令和８年１月２６日から令和９年１月２９日の間に、新たな事業用トラックへの買換え（新車・中古車を問わない、登録・支払）及びタイヤを導入（購入および車両装着）する際の導入費用（タイヤ価格、除く消費税）また尿素水の購入（除く消費税）に対し助成を行う。

３．対象車両及びタイヤ・尿素水
（１）買換えの事業用トラック及びタイヤを装着する車両、また尿素水を使用する車両は、一般貨物自動車運送事業及び特定自動車運送事業の許可を受けた運送事業者が使用する車両で、かつ使用の本拠の位置を鳥取県内に有する営業用（緑ナンバー）貨物自動車であること。

４．助成金額・予算枠

  （１）新車・中古車購入    助成額（１台当たり）
        定額  １５０,０００円

                    予算枠   ７,５００,０００円（５０台）
  （２）タイヤ・尿素水    助成額

         ①タイヤ    ２,０００円／本
                   予算枠   １０,０００,０００円（５千本）
         ②尿素水    ＠１５円×使用量
                   予算枠     ６,０００,０００円
５．申請上限数
  （１）新車・中古車購入    １事業者  ７台まで
  （２）①タイヤ    １事業者  １００本  ２００,０００円まで
          但し、所有する事業用貨物自動車が２０台以下は、
                    １事業者  １５０本  ３００,０００円まで
        ②尿素水    １事業者            ２００,０００円まで
    ※鳥ト協環境対応車助成、エコ・リトレッドタイヤ助成及び持続可能な経営支援助成（運輸交付金）の助成の併用は出来ません。
６．申請時提出書類 

  （１）新車・中古車購入
    ①運送能力向上・安定化緊急対策事業補助金交付申請書（新車・中古車購入助成）（様式１）

    ②車両代金見積書（写）
  （２）タイヤ（尿素水の申請書は無し）
    ①運送能力向上・安定化緊急対策事業補助金交付申請書（タイヤ助成）（様式１）

    ②タイヤのパターン・数量・金額（単価と総額、除く消費税）等が記載された見積書（写）

７．交付決定日     随時
運送能力向上・安定化緊急対策事業補助金交付決定通知書をＦＡＸで送付する。
８．実績報告期限    令和９年２月２６日（金）
提出書類
  （１）新車・中古車購入
    ①運送能力向上・安定化緊急対策事業実績報告書（新車・中古車購入助成）（様式３）
    ②導入車両の「自動車検査証記録事項」（写）
    ③買換前車両の「自動車検査証記録事項」（写）

    ④車両代金領収書等（写）……リース・割賦販売導入の場合も必要です
    ⑤リース契約書（写）…………リース契約導入時

    ⑥割賦販売契約書（写）………割賦販売導入時
    ⑦誓約書（運送能力向上・安定化緊急対策事業）（様式４）
    ※購入の場合、所有者欄が申請者であること。
  （２）タイヤ・尿素水
    ①運送能力向上・安定化緊急対策事業実績報告書（タイヤ・尿素水助成）（様式３）
    ②タイヤ装着証明書（様式４）（尿素水は不要）
    ③請求書（写）
      A．タイヤ……タイヤのメーカー名・商品名・パターン・数量・金額（単価と総額、除く消費税）等が記載された請求書

注意………請求書の該当タイヤのパターン・数量・金額を蛍光ペン等で塗って対象タイヤが判るようにしてください。
      B．尿素水……販売会社が作成した商品名・数量・金額（単価と総額、除く消費税）等が記載された請求書

    ④領収書等（写）（尿素水は不要）
    ⑤タイヤ装着車の「自動車検査証記録事項」（写・尿素水は不要）
９．鳥ト協会員以外の運送事業者の助成金の受取方法

　　鳥取市丸山町２１９－１の（一社）鳥取県トラック協会において現金で交付する。

助成金受取等の流れ

　　①上記８の実績報告書は郵送等でお送り下さい。

　　②協会より実績報告書の適否を連絡します。同時に助成金の受取可能日を連絡します。

　　③受取可能日より１週間以内に上記場所でお受取り下さい。

　　④助成金受取日にご持参いただくもの

運送能力向上・安定化緊急対策事業補助金交付決定通知書（トラック協会よりＦＡＸで送付されたもの）および申請書に押されたゴム印・印鑑（領収書の記名・押印のため）をご持参ください。

10．申請をされる方は、交付要綱・申請書類・報告書類等については、鳥ト協ホームページからダウンロードをお願いいたします。
     URL：https://www.torakyo-tottori.or.jp/member/josei.html

お問合せ先
  （一社）鳥取県トラック協会      TEL0857-22-2694
